
渋谷区内の事業者の皆様へ

渋谷支部からのご案内

〒150-0002
渋谷区渋谷1-12-5 区立商工会館7階
東京商工会議所渋谷支部

TEL：03-3406-8141
FAX：03-3498-6569

〒150-0002 渋谷区渋谷1-12-5

※当館には駐車場はございません。
公共交通機関をご利用ください。

※JRをご利用の場合は宮益坂口、
地下鉄をご利用の場合は
B3出口が便利です。

★渋谷区立商工会館
アクセスマップ

経営上の悩みを解決！

窓口専門相談のご案内

経営に関するさまざまなお悩みを、各種専門家に無料でご相談いただけます。
皆さまのお悩み解決のきっかけに、ぜひご利用ください！

※ 本相談は、経営に関する内容に限定しております。

※ 会員・非会員の方問わずにご利用いただけます。

※ いずれの専門家への相談も、必ず事前にwebにてご予約ください。
ご予約されずに当日ご来所いただいても、ご相談をお受けできない
こともございますので予めご了承ください。

■会 場： 東京商工会議所 渋谷支部

■ご予約方法：
渋谷支部HP上にある予約サイトよりご予約下さい。
予約サイトは右のQRコードからもアクセスいただけます。

相談員 相談内容（例） 相談日程

弁護士
契約内容のチェック、債権回収、損害賠償、

事務所の賃貸借契約のトラブル、など 毎週火曜日

13時～16時

（1コマ30分）税理士
法人・個人事業主の決算申告・確定申告、

相続税や贈与税の申告、経理処理、など



マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

商工会議所の推薦に基づいて、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う、国の融資制度です。

無担保 無保証人低 利 手数料不要

４つの
特徴

不 要
（信用保証協会の保証も不要）

担保・保証人

運転資金 ７年以内

設備資金 10年以内
返済期間

１．２１％

※一定の要件を満たす設備資金については、
上記利率より当初2年間0.5％引下げとなり
ます。詳細はお問い合わせください。

融資利率
（固定金利）

（2021年4月1日現在）
※金融情勢により
変動の可能性あり

２，０００万円融資限度額

●従業員数20人以下（宿泊業・娯楽業を除く

商業・サービス業は５人以下）の法人、

または 個人事業主

●商工会議所の経営指導を受けて事業改善に

取り組んでいる

●最近１年以上、同一商工会議所の地区内で

事業を行っている

（※創業予定の方や創業後１年未満の方は、

融資対象とはなりません。）

●商工業者であり、日本政策金融公庫の融資

対象業種を営んでいる

●税金（法人税、所得税、事業税、住民税等）

を完納している

融資対象（主な項目）

※上記以外にも、必要に応じ資料のご提出をお願いさせて頂く場合がございます。
※審査の結果、ご要望にお応えできない場合がございますので、予めご了承ください。
※融資限度額と返済期間の取扱は２０２２年３月３１日の日本政策金融公庫受付分までです。最新の情報についてはお問い合わせください。

法人の方の必要書類 個人事業主の方の必要書類

 前期・前々期の決算書および確定申告書一式
 決算後6ヶ月以上経過の場合は最近の残高試算表
 法人税・法人事業税・法人住民税の納税証明書
または領収書

 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）
 見積書・カタログ等（設備資金の申込の場合）

 前年・前々年の決算書（または収支内訳書）
および確定申告書一式

 所得税・事業税・住民税の納税証明書
または領収書

 見積書・カタログ等（設備資金の申込の場合）

お申込みにあたりご用意いただく書類

※ご記入頂いた情報は、当事業に関するデータ管理・連絡に利用させて頂きます。また、東京商工会議所からの各種情報提供の
ために使用する場合がございます。

※渋谷区以外に事業所がある方のお問い合わせ先は、各区最寄りの支部になります。 東商２３支部 検索

貴 社 名
電 話
ＦＡＸ

－
－

所 在 地
（〒 － ）
渋谷区 業 種

ご担当者名 従業員数 名

通 信 欄
該当項目に

✔を付けてください

□マル経融資を利用したい

□詳しい説明が聞きたい

□その他（ ）

日本政策金融公庫
とのお取引

□あり □なし

□その他（ ）

希 望金 額 万円 （資金使途： ）

借入希望時期 年 月（ 上旬 ・ 中旬 ・ 下旬 ）頃

下記をご記入の上、ＦＡＸ（ 03-3498-6569 ）または郵便にて渋谷支部までご連絡ください！


